
転出される方へ 

 

 新しい住所地に住み始めた日から１４日以内に、新住所地の市区町村で転入届をしてください。都合に

より転出を取りやめる場合は、必ず転出証明書と本人確認ができるものを持参して、転出取消の手続きを

してください。 

 

届出できるかた 

・「異動する本人」または「同一住所に住んでいる同じ世帯の方」、「法定代理人」です。それ以外の方が代理で

届出する場合は、本人が直筆した代理人選任届（委任状）が必要となります。同一住所でも別世帯のとき

は、委任状が必要です。 

 

新住所地での転入届に必要なもの 

・転出証明書 又は【特例転出の場合】マイナンバーカード 

 ※お時間に余裕をもって転入手続きをしてください。 

・本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真入りのものがない場合は資格確認

書、介護保険証、学生証、年金手帳等から 2点以上） 

・手続きをされる方が、本人または転入先の同一世帯員でない場合は、必ず委任状が必要になります。 

・パスポート、在留カード及び特別永住者証明書等（外国人住民の方に限る） 

 

以下の手続きは該当される方のみ必要になります。 

対象者 若狭町での手続き 担当課 新住所地での手続き 

印鑑登録をしてい

る方 

印鑑登録証（カード）を

お返しください。転出

（予定）日をもって印鑑

登録が廃止となります。 

税務住民課及び

上中窓口 

必要な方は住民登録担当課で印鑑登録

をしてください。 

国民健康保険に加

入している方 

資格確認書をお返しくだ

さい。転出（予定）日を

もって資格がなくなりま

す。 

健康医療課 

国民健康保険担当課で加入手続きをし

てください。 

国民年金に加入し

ている方 

  国民年金担当課で住所変更届の必要の

有無をご確認ください。 

後期高齢者医療に

加入している方 

資格確認書をお返しくだ

さい。県外に転出される

方は負担区分証明書等の

交付を受けてください。 

健康医療課 

転入後、資格確認書が発行されます。

県外に転出される方は、負担区分証明

書を持参して、後期高齢者医療担当課

で手続きをしてください。 

介護保険に加入し

ている方 

介護保険証をお返しくだ

さい。 

福祉課 

転入後、介護保険証が発行されます。 

介護認定を受けて

いる方 

介護保険証、負担割合証

等をお返しのうえ、受給

資格証明書の交付を受け

てください。 

介護保険担当課で、受給資格証明書を

持参して手続きをしてください。 



医療費助成を受け

ている方（障害・

子ども・母子・父

子） 

受給者証をお返しくださ

い。 

喪失届を提出してくださ

い。 

福祉課 

医療費助成担当課で印鑑、障害者手帳

等を持参して手続きをしてください。 

※市町村によって、助成制度は異なり

ますので、ご確認ください。 

児童手当を受給さ

れている方 

児童手当消滅届を提出し

てください。 
子育て支援課 

児童手当担当課で、認定請求書を提出

してください。 

児童扶養手当を受

給されている方 

児童扶養手当住所変更届

を提出してください。 

児童扶養手当担当課で、住所変更届を

提出してください。 

小・中学校のお子

さんがおられる方 

現在通学している学校で

在学証明書の交付を受け

てください。 

教育委員会事務

局 

在学証明書を持参して、教育担当課で

転校の手続きをしてください。 

保育所の児童がお

られる方 

現在通所している保育所

へ退所届を提出してくだ

さい。 

子育て支援課 

保育所担当課で入所の手続きをしてく

ださい。 

上下水道を利用さ

れている方 

今後利用される予定がな

い場合は、休止、廃止に

関する使用届を提出して

ください。（使用届を提出

されないと転出後も基本

料金が発生します。） 

上下水道課 

必要に応じて手続きをしてください。 

 

 

【問い合わせ先】 

 〔上中庁舎〕 

  ・上中窓口     ＴＥＬ:０７７０-６２-２７００ ＦＡＸ:０７７０-６２-２７１０ 

  ・福祉課      ＴＥＬ:０７７０-６２-２７０３ ＦＡＸ:０７７０-６２-１０４９ 

  ・子育て支援課   ＴＥＬ:０７７０-６２-２７０４ ＦＡＸ:０７７０-６２-１０４９ 

  ・教育委員会事務局 ＴＥＬ:０７７０-６２-２７３０ ＦＡＸ:０７７０-６２-２７３２ 

  ・健康医療課    ＴＥＬ:０７７０-６２-２７０８ ＦＡＸ:０７７０-６２-１０４９ 

 

 〒９１９-１５９２ 

 福井県三方上中郡若狭町市場第２０号１８番地 

 

 

 〔三方庁舎〕 

  ・税務住民課    ＴＥＬ:０７７０-４５-９１０６ ＦＡＸ:０７７０-４５-９１０７ 

  ・上下水道課    ＴＥＬ:０７７０-４５-９１０３ ＦＡＸ:０７７０-４５-９１１９ 

 

 〒９１９-１３９３ 

 福井県三方上中郡若狭町中央第１号１番地 


